
2011.03.07 : 平成23年 予算審査特別委員会 健康福祉分科会 

◯主査 

 ただいまから健康福祉分科会を開会いたします。 

──────────────────────────────────────── 

 

 

 

◯主査 

 初めに、理事者のごあいさつをお願いいたします。 

 

 

 

◯福祉部長 

 おはようございます。きょうは、外は雨から雪になっておりまして、花粉症の方には恵みの雨

ではないかと思いますが、足元の悪い中の分科会、お疲れさまでございます。 

 本日は、新年度の健康生きがい部及び福祉部の所管の予算につきまして、ご質疑をいただきま

す。雪を吹き飛ばすような活発なご審議をお願いをいたします。 

──────────────────────────────────────── 

 

 

 

◯主査 

 次に、署名委員をご指名いたします。 

 かなざき文子委員、茂野善之委員、以上お２人にお願いをいたします。 

──────────────────────────────────────── 

 

 

 

◯主査 

 議題に入る前に、３月４日の予算審査特別委員会理事会で決定された事項につきまして、副主

査より報告していただきます。 

 



 

 

◯副主査 

 予算審査特別委員会当初予算審査の運営について。 

 １、審査時間について。 

 （１）審査時間は午前10時から午後５時までを原則とする。ただし、10人分科会については、

主査を除く委員の再質問の時間を確保するため、主査の判断により、閉会時間を延長することが

できる。 

 （２）は省略いたします。 

 ２、分科会の運営について。 

 （１）は省略いたします。 

 （２）分科会の審査分担は、先に付託された事項（当初原案・修正動議）を一括して議題とす

る。 

 （３）議題に対する説明は省略し、順次質疑を行う。 

 （４）最初、主査を除く委員が、１人20分（答弁を含む）を限度として質疑を行う。再質問

は、改めて質問希望者を募り、再度、１人20分を限度として質疑を行う。 

 （５）さらに、会議終了時間までの残り時間は、質問希望者で割り振る。 

 （６）再々質問以降の質疑については、規制しないが、委員は他の委員の質問時間を考慮して、

常識の範囲内（20分以内）におさめる。 

 （７）修正動議に対する質疑についても、委員の持ち時間内で行う。 

 （８）分科会では、表決は行わない。 

 （９）分科会の傍聴については、定員を委員会条例第16条による30名までとする。 

 ３、総括質問の運営について。 

 （１）質問通告（当初原案・修正動議）は、分科会最終日（３月８日）午後５時までに、委員

長あてに、その要旨を文書で行う。 

 （２）分科会の発言順序に沿った速報を配付する。 

 （３）各会派の持ち時間（質疑・答弁）及び順序は、次のとおりとする。 

 1)自民党４時間51分、2)公明党４時間13分、3)共産党２時間59分、4)民主・市民２時間40

分、5)みんなの党37分、6)生活者ネット20分。なお、持ち時間を超えた場合には、質疑・答

弁の途中であっても終了する。 

 （４）審査日程は、次のとおりとする。 

 ３月14日、自民党総括質問、公明党総括質問39分。３月15日、公明党総括質問３時間34分、

共産党総括質問１時間56分。３月16日、共産党総括質問１時間３分、民主・市民総括質問、み



んなの党総括質問、生活者ネット総括質問、表決。なお、閉会時間の短縮・延長については、質

問会派の意向を尊重して、委員長が弾力的に運営する。 

 ４、資料要求について。 

 （１）分科会において要求のあった資料は、当該分科会の全委員（全会派）に配付する。 

 （２）総括質問において要求のあった資料は、当該委員及び各会派に１部配付する。 

 以上です。 

 

 

 

◯主査 

 以上で報告を終了いたします。 

──────────────────────────────────────── 

 

 

 

◯主査 

 それでは、所管の予算についてを議題といたします。 

 質問に入る前に、先ほど、副主査より報告のありました予算審査特別委員会当初予算審査の運

営についてのとおり、１委員の質問時間を20分とさせていただきたいと存じますので、ご協力

よろしくお願いをいたします。 

 なお、本分科会の審査事項は、既にお手元に配付してあります分科会別審査項目一覧のとおり

の当初予算原案、及び修正動議でありますので、この範囲内で質問されるよう、お願いをいたし

ます。 

 それでは、質問のある方は挙手願います。 

 質問の順番を確認させていただきます。 

 坂本委員、はぎわら委員、いわい委員、長瀬委員、茂野委員、かなざき委員、天野委員、松岡

委員、以上の順番で行います。 

 

◯はぎわら洋一 

 おはようございます。花粉症で、きのう、おとといもひどくて、きのうも寝ていられないよう

な状況なんで、すみません、ちょっと聞きづらいかもしれませんけども。 

 高齢者のことを伺ったんで、東京都板橋区予算のほうの、123ページのところからの福祉の

関係、127ページまでの関係で、ちょっと聞きます。 



 僕は、この話をすると、毎回、日野原先生の話を持ち出してくるんだけども、福祉全体の一般

会計、まだその内容には入っていかないんだけども、この中に、いきいき生活支援事業経費とか、

高齢者大学校とかあるでしょう。生きがい創造支援とか、これは多分勉強していると思うんです

よ。 

 僕はちょっと言いたいのは、以前も言ったんですけれども、日野原先生に来てもらって、高齢

者は自立するんだと、自分たちは強く生きるんだみたいな、曽野綾子さんの「老いの才覚」とい

う中では、お年寄りが弱くなってきたという話をしていますよ。もっともっと、何かしてもらう

というんじゃなくて、何ができるかという、こういうふうに打って出るんだという、こういうよ

うな、ちょっと僕の言い方は強いんだけども、だけどもそういう、これを組むときに、そういう

精神の部分というか、職員の中にきちっとそういうものが打ち込まれていて、それでいろいろシ

ルバー人材だとか、私たちがお願いする元気リフレッシュ券だとか、いろんなそういう部分をや

っている。ただただ、そういうものをどんどんふやしていけばいいというものじゃないと思うん

ですよ。 

 その辺の考え方というのは、どういうふうに組み立てているかというのを、ちょっと聞きたい

んだよね。部長なのか、課長なのか。現場ではどうなっているのか。 

 

 

 

◯健康生きがい部長 

 今回、高齢福祉全体の予算についてでございますけども、非常に先ほどもありました、高齢化

が進んでいる中で、このままのただ単に延長では、財政的にも社会的にもいかがなものかなと思

ってございます。 

 一つは、限られた財源の中で、高齢者もやはり、今までは65を過ぎると余生というような言

い方をしてございますけども、寿命が延びていく中で、まだまだ30年ぐらいの人生がある中で、

やっぱり地域の社会に一緒に参加していただきたい、能力に応じた負担をしていただきたい。そ

の財源を、本当に必要とする方に回るような形でやっていきたいと思ってございます。 

 特に、衛生費を通じては将来的な、今元気な方でも、将来的に高齢者になるわけですよね、そ

の人たちが、いかに元気な形で高齢期を迎えるかというようなスタンスで、例えば保健衛生シス

テムを導入することによって、トータルである程度、１人の方の健康を見ることができますので、

将来に向かって健康な高齢者をいかにふやすか、またその方たちがシニア活動センターも一つで

すけども、地域でいかに活動していただくか、一緒にこの地域をつくっていく、そういう形で予

算を組んだというところでございます。 

 

 



 

◯はぎわら洋一 

 全然、話はあちこち行っちゃうんですけども、保険なんかも、昔は60歳、今は70歳、80歳

も、90歳もあるのかな、90歳はないよね、80歳までだよね。多分、保険の契約、死ぬまでと

いうふうになっているけども、医療保険、生命保険とか、いろいろそういうの。 

         （「民間」と言う人あり） 

 

 

 

◯はぎわら洋一 

 民間よ、民間。 

         （「一生涯」と言う人あり） 

 

 

 

◯はぎわら洋一 

 一生涯なんだけど、一生涯なんだけども、それが60歳までとか、65歳まで、70歳になると

倍に払うとかというような保険だってあるじゃない。それが、段階的になってきて、いろんな保

険会社が、一生涯保険という形で宣伝するようになったんだけども、当然、高齢者が多くなって

きて、私もどこまで生きるかはわからないけれども、当然、高齢社会に入ってくるので、今後、

多分プラスの方向性には何％かずつなっていくとは思うんですけれども、その中で、高齢者が自

分たちが自信を持って働いていける、そういう雇用とか、そういうものというのは、福祉作業所

だとか、あと東京都で言うと、しごとセンターみたいな、そういうものをあっせんする場所とい

うのは、区のほうではできるのかね。 

 

 

 

◯生きがい推進課長 

 今ご質問がありました仕事の部分につきましては、ご存じかと思いますけど、一つは大きなの

はシルバー人材センターで、およそ60歳以上の方、ただこれは短期的、軽易な作業ということ

でご紹介をしています。それから、もう一つ、社会福祉協議会の中に、アクティブシニア就業支

援センターというのがあります。そちらのほうは、おおむね55歳以上の方について、本格的な

職業をあっせんすると、職業あっせん場になっております。アクティブのほうでも、今ちょっと



社会状況は厳しい状況にありますけども、就職説明会とか、そういったものを開催することによ

って、今そういったなるべく要望にこたえられるように努力をしているというところでございま

す。就業に関しては、そういったところです。 

 

 

 

◯はぎわら洋一 

 今、シルバー人材センター運営の部分でちょっと聞くんだけども、僕の周りに、板橋区のシル

バー人材のところに登録してくださいと、そういう方は登録した人はいますよ。ところが、そこ

へ、弥生町の人がそういうふうに言ってきて、初めに登録させたの。そうしたら、１か月たって

も仕事がないと。２か月目にちょっと話があったのかな。結局、そういう話がないまま来たので、

じゃ飯田橋の東京しごとセンターに行ってくださいといったら、向こうへ行ったら、すばらしい

ところだと。それで、その人は仕事ができる人なのかな、そういう仕事があって、ところが板橋

のシルバー人材に行ったら、ほとんどナシのつぶてだと。 

 だから、そういうんじゃ困るなという気持ちがあるの。これから、どんどんそういう雇用とい

うか、ふえてくると思うんですよ。だから、板橋区のシルバー人材は、少し考えてもらいたいと

いうか、もう少し、どういうふうにしたらいいんだろうか。僕が頼まれて、シルバー人材がある

よと、ぽんと言われて、あんなところに行ったってしようがないよみたいなことを言われる、責

任を感じますよ。でも、飯田橋に行ったら、そういうふうによかったよというふうに言われたら、

よかったなと。それが、板橋区はその辺の充実というのは、どうなんだろうか。成増のほうでは、

どうなんだろうかとか。その辺の充実度という。 

 

 

 

◯生きがい推進課長 

 今申し上げたシルバー人材センターと、それからアクティブシニア就業支援センターは、同じ

情報処理センターに入っておりまして、どちらに行かれても、お仕事の目的が、本格的に働きた

い方はアクティブのほうにご紹介しますし、時間的なものとか、簡易で軽易なものであればシル

バーをご紹介しています。 

 ただ、今、委員がおっしゃったように、板橋区のシルバー人材センターは、今のところ頑張っ

ていまして、実は23区でもトップです。ただ、こういった状況があって、登録者数もふえてい

まして、あと一方でなかなか仕事がないというのも現実です。今、ちょっとなるべく登録した方々

にお仕事が回るように、ワークシェアというんですか、本来、簡単に言いますと、10人ででき



る仕事を、例えば15人でやるとか、そういった工夫で、実は回していただいているんですけど

も、基本的にはその大もとの仕事のところがないということで、なかなか進んでいないというの

が実態です。 

 ただ、アクティブシニアについては、基本的に、池袋にありますハローワークなんかとも連携

をしているはずで、情報は来ているはずなんです。ですので、基本的には、あそこに行っていた

だければ、その方が言われたような情報は、そっちで得られたんじゃないかな、もしかすると、

ご案内不足で、アクティブのほうには行かれなかったのかもしれません、その方は。シルバーだ

け行かれたので、そういった情報が得られなかったということが、もしかするとあるかもしれま

せんけども、両方をぜひご利用していただいて、希望がかなうような、我々も一生懸命支援しま

して、努力していただくようにお願いしますけども、そういったところで、なかなかその方はち

ょっとうまくいかなかったのかなというふうに思います。 

 

 

 

◯はぎわら洋一 

 だから、10人でできるのを15人、ワークシェアリングもいいんだけど、大事なんだけど、何

か手ごたえが、午前中だけにしてくださいみたいな話なんでしょう。午前中は、きょうはいっぱ

いですから、午後からにしてくださいみたいな、わからないよ、その仕事の仕方はわからないけ

ども、もう少し充実、金をいっぱいあげろということじゃなくて、充実した仕事を、ずっと仕事

をしたいみたいよ。さっきの自立じゃないんだけど、途中で手放されると、どうしようかなみた

いな。だから、そういう仕事をしたいと。安くてもいいから、仕事をしたいみたいな、という声

が多かったので、ちょっとその辺を酌んでいただいて、お願いしたいなと。これは、ちょっと要

望でございます。 

 次に、話を変えます。 

 141ページ、この２番に、精神保健事業経費がずっとあると思うんですよ。精神保健教育と

か、ひきこもり相談、こころの健康づくり事業、こころのリハビリテーショングループ事業とあ

るんですけれども、この辺をちょっとかいつまんで説明をいただければと思っているんですけど

も。 

 

 

 

◯予防対策課長 

 では、予防対策課のほうから、（１）、（２）につきまして、ご説明を申し上げます。 



 精神保健教育につきましては、一般の精神疾患をテーマにいたしました講演会を年５回ほど開

催する予定でございます。それに加えまして、自殺予防相談対策といたしまして、従来から行っ

ていましたゲートキーパー研修を、少し受けた方のご要望などもございまして、実際のもう少し

スキルアップした形でやってみたいというようなご要望もございまして、ロールプレイング等々、

講習の内容等に工夫をしまして、自殺予防相談対策として講演会を実施するようにしております。 

 それから、もう一つ、これは職員向けでございますが、精神療法研修といたしまして、数々の

精神疾患に対応する治療といたしまして、精神療法というのがございます。それについて、私ど

も保健師、医師等の専門職が、ある程度把握をしておりませんと、それぞれの区民の方々のご相

談に乗るのにも、全くわからないということではいけませんので、私ども職員のほうが学習をし

ていこうということで、23年度２回の開催を予定してございます。 

 （２）についてでございますが、これは昨年度と同様でございますが、小児精神科医の先生を

依頼いたしまして、月に１回、ひきこもり相談を実施してございます。そのほか、これは予算上

は出ておりませんけれども、ひきこもりの家族教室といたしまして、区の職員が月に１回グルー

プミーティングの形で会を開催してございます。 

 

 

 

◯赤塚健康福祉センター所長（上板橋健康福祉センター所長兼務） 

 （３）のこころの健康づくり講座と、（４）のこころのリハビリテーショングループ事業につ

いてですが、こころの健康づくり事業では、健康福祉センター５センターで年間２回、計10回

実施しております。主に、お仕事を持っている方ですとか、子育て中の方ですとか、ストレスを

感じやすい世代の方を対象にした講演会形式で、ロールプレイ等を実施して、なるべく記憶に残

るような形で実施しております。認知行動療法の研修会についても、今年度の４月に実施してお

ります。 

 こころのリハビリテーショングループ事業ですが、これは、回復途上にある精神障がい者に対

する生活集団指導を通じて、社会復帰の自立の動機づけを行う事業でありまして、一般的にデイ

ケアと言われている事業であります。板橋、赤塚、志村、３健康福祉センターで週１回実施して

おります。 

 以上です。 

 

 

 

◯はぎわら洋一 



 ひきこもり相談の場合、僕は小茂根なものですから、武蔵野病院があって、家族で、お母さん

が心配で、息子のケアだとか、お嬢さんのケアだとかという形の人もいるんだけど、そういう場

合の引きこもり相談は、両方なのかな、本人と、あと両親というか、おばあちゃんといる場合と

か、いろいろだと思うんですけど、その相談というのは、来ていただければ一番いいと思うんで

すけども、大体、自宅に行かないと相談できないですよね。僕なんかの場合は、そうなのよ。そ

の辺は、来てくれる人に対してやるんだよというふうなのか、ちゃんと訪問してくれるのか、そ

の辺はどうなんでしょうか。 

 

 

 

◯予防対策課長 

 引きこもり相談につきましては、専門医の先生をお呼びしている会ということで、やはりこち

らに来ていただかないと、だめということになってございます。ただ、引きこもりというのは、

ご本人が出られないということがもともとの状態でございますので、もちろん家族の方が来てい

ただくのでも、ご相談には応じられるといことになってございます。 

 また、さまざまな事情でおうちを出られないという方につきましては、ご連絡をいただければ、

センターの保健師等々が訪問できるとか、また訪問を受けたくないという方もいらっしゃるので、

なかなか難しいのですが、この相談については、来ていただく方々、それ以上につきましては、

地域の保健師が対応するということにさせていただきたいと思っております。 

 

 

 

◯はぎわら洋一 

 じゃ、行ってくださるのね、そういうのがあれば、訪問もするよということですよね、そうで

すよね。 

 それと、あと今度は、家族が、具体的になったら、個別に相談してよという話かな、そうだね。

すみません、そのくらいにしておこう。 

 いいです。終わり。 

 

 

◯はぎわら洋一 



 119ページの自立支援給付経費、45億5,400万、（１）から居宅介護給付、施設訓練、自立

支援、舗装具、ここまで行かなくていいんだけど、（５）ぐらいまでちょっと簡単にぱっぱっと

説明いただければと思います。 

 

 

 

◯障がい者福祉課長 

 こちら今、委員からご指摘がありました、こちらは障害者自立支援法に基づきます自立支援給

付の関係の項目になっております。 

 それでまず、（１）番の居宅介護給付、こちらは在宅の方に対しまして、入浴ですとか排せつ

ですとか食事の介助など居宅での生活全般にわたる援助サービスを実施するものでございます。 

 それから、（２）番の施設介護給付につきましては、生活介護施設など施設で、こちらも日中

に障がい者に対して行う支援活動でございます。こちらも同じく入浴ですとか排せつ、食事の介

助などについてでございます。 

 それから、（３）点目の施設訓練等給付でございます。こちらにつきましては、例えば就労移

行支援ですとか就労継続支援などの業務がこちらに該当します。それで例えば就労継続支援には

Ａ型、Ｂ型がございまして、Ａ型が雇用型、Ｂ型が非雇用型ということで、現在、福祉園の授産

の部門はことし４月から就労継続のＢ型ということで考えているものでございます。 

 それから、（４）番の特定障がい者特別給付等につきましては、こちら支払った後も手元に月

額２万5,000円お金が残るようにということで、比較的低所得の方に支給される経費というこ

とになっております。 

 それから、（５）番の高額障がい福祉サービスにつきましては、上限額３万7,200円ですと

かそういったものを超えて支払われた場合に、償還払いで戻されるものということでございます。 

 それとあと、自立支援医療につきましては、認定を受けた方にその心身の障がいの軽減を図り、

自立した生活を営んでいただくために必要な医療をご提供するものでございます。具体的な疾病

を申し上げますと、人工透析、それから心臓疾患、免疫不全などの状態の方に対してということ

でございます。 

 それから、補装具につきましては、身体障がいの方の社会復帰及び就労等の促進のために損な

われた機能を代償または補完するための器具をご提供するものでございます。 

 

 

 

◯はぎわら洋一 



 施設介護給付費と補装具という、補装具が入るかどうかわからないけれども、ここに東京都か

ら障がい者の日中活動サービスの月額１万7,000円、そういう話で来ているんだけれども、そ

れが東京都のほうから区のほうに来ているよと。だから、区としては施設のほうにそれは払いま

せんよというか、二重払いにならないようにしますよというようなちょっと報告が来ているんで

すね。これは具体的には東京都のほうは来ているというんだけど、それが具体的に入っているの

かどうか。 

 

 

 

◯障がい者福祉課長 

 委員ご指摘の点につきましては、東京都の補助で日中活動サービスを行っている事業所につき

まして今まで月額１万9,600円という補助を行っていたものが、今回、１万7,000円に変更さ

れるというものでございます。 

 それで、これは東京都がまた、これも包括補助になるんですけれども、これは見直す中で行っ

ているものでございます。それで、月額１万9,600円が１万7,000円ということで金額的には

下がるんですけれども、従来１万9,600円が３年間ということでしたが、そこのところを３年

間という縛りが外れました。また、加算のメニューを満たしていただければ年額７万2,000円、

月額ですと6,000円に相当する加算もつくように制度の改正が今回行われるというものでござ

います。 

 

 

 

◯はぎわら洋一 

 それでね、僕のところにちょっと相談が来ているのは、大きな施設というのかな、人数が多い

施設に行っている、そういうところと小さい施設というか、少ない作業所というか施設、それで

もって加算するときのメニューを３つ以上、そのハードルが高いと。だから、はぎわらさん、相

談に乗ってくれるかというんだけど、僕じゃなくて区のほうでそういうものをサポートするんだ

から、区のほうできちんと相談してよと、それは絶対大丈夫だからと、こういう話をしたんだけ

れども、この辺は大丈夫でしょうか。 

 

 

 

◯障がい者福祉課長 



 まず、加算についてなんですけれども、加算は６項目、項目が挙げられておりまして、そのう

ちの３項目を満たした場合に加算がつくというふうなことになっております。その３つというも

のが、重度の障がいの方をその作業所に受け入れているかということ、それが１つ目で、あとシ

ョートステイを実施しているか、それからその作業所がグループホーム、ケアホームのバックア

ップの体制をとっているか、それから一般就労にこの作業所の方がつながった実績があるのか、

それからその実績、一般就労につながった方のアフターケアを実施しているのか、それともう一

つ、３年に１度、第三者評価を受けているのかと、この６項目でございます。 

 そのうちの３項目ということになりますと、一番満たしやすいのが３年に１度の第三者評価を

必ず受けていただいて、あとは作業所から一般就労につながった実績をつくっていただくのと、

その方に対するアフターケアを実施していただく、この３項目かなというふうに思っております。 

 それで、区としての援助といいますか協力としましては、前回の委員会でも申し上げましたよ

うに、障がい者の就労支援事業、ハートワークのあり方等の見直しを通して強化していきたいと

考えておりますので、この辺で作業所の方の就労移行実績を向上させて、その後のアフターケア

も実施、各作業所ができるように協力をしていきたいというふうに考えております。 

 

 

 

◯はぎわら洋一 

 その各作業所のかなり中心の人が自立するために、レベルアップというか、させていかなけれ

ばいけないんじゃないかなというふうに僕は思ったんだけれども、それでその辺のサポートとい

うのは全作業所、全バックアップ体制というのは大丈夫ですか。 

 

 

 

◯障がい者福祉課長 

 各作業所に対するサポートということでは、今、各福祉園のこういった授産部門が連携したネ

ットワークといいますか、そういったものがございますけれども、なかなか作業所のほうにつき

ましては、ネットワークのようなもの、まだ不十分かなというふうな思いがございますので、そ

こら辺の連絡会といいますかそういったものを立ち上げて、区として一般就労に向けて、一般就

労だけではございませんけれども、こういった障がい者の就労に対する援助を実施していきたい

というふうに考えております。 

 

 



 

◯はぎわら洋一 

 その辺、丁寧にやってもらいたいと思っています。よろしくお願いしたいと思います。 

 それと、さっきの一番初めの月額１万7,000円のところにまた戻るんだけれども、それはそ

うすると作業所に行っている人に１万7,000円あげるという形になるのかな。 

 

 

 

◯障がい者福祉課長 

 その金額は施設に対する運営費ということで毎月、月の初日の定数１人に対しまして月額１万

7,000円ということで、交通費などを含んだ運営費ということです。 

 

 

 

◯はぎわら洋一 

 僕のところに来るときは、自転車で通っている人もいれば、うちから歩いて通える人もいる、

タクシーで行かなきゃいけない人もいるのかどうかわからないけれども、電車で来る人もいると。

東武東上線はそれやっていないのかな、あと東京メトロもやっていないと。でも、都営三田線は

やっているんだよね、パス券というか、そういうの。そういうところに働きかけることはやって

いただけますか。 

 

 

 

◯障がい者福祉課長 

 まず、先ほどの１万7,000円の金額の中には交通費相当も含むということですが、それは交

通費として施設を利用されている方に渡していただいてもいいですし、交通費以外の形で施設の

利用者さんのために使っていただいているよということになっています。 

 それで、民間の鉄道事業者などに対する割引の申し立てということでございましょうか。そう

いったことにつきましては、機会をとらえてまたご相談できればというふうに考えています。 

 

 

 



◯はぎわら洋一 

 ぜひユニバーサルデザイン、ユニバーサルのところでやっていってもらいたい、これは要望で

すけれども、僕なんかも言いますけどね、よろしくお願いしたいと思います。話、変えます。 

 先ほどの、ちょっと聞きたいんだけれども、松岡委員が確認した予防接種、法定接種とか任意

接種ってあるじゃない。まず一番おくれているのは北朝鮮と日本だという話、この前していまし

たっけ、ここでしたんじゃないのかな。タイなんか物すごく進んでいるって、日本脳炎というか、

そういうものがね。だから、そういうのは多分、僕は27年生まれですけれども、学校で全部注

射打って、ばんばん、はい、次、次という感じでやったと思うんだけれども、そういうのでＣ型

肝炎になったり、そういう人、わかんないけれども、ＢになったりＣになったりというか、いろ

んないるらしいんだけれども、どうしてこんなに日本はおくれたのかと思いますか。 

 

 

 

◯予防対策課長 

 予防接種の考え方については、これは国の施策でございますんで、日本の国がこういった方法

をとってきたということ以上は申し上げることができません。区がいえますことは、古くは、は

しか・風疹・おたふく風邪というＭＭＲの混合ワクチンのときにかなり大きな健康被害が出たと

いうことで、ＭＭＲワクチンが中止になってございます。その後、ＭＲ、はしかと風疹に関して

はばらばらから、現在はＭＲの混合ワクチンということでほぼすき間なく行われておりますが、

以降、おたふく風邪のワクチンについては定期予防接種に今までなったことがないというような

ことでございます。 

 大変日本は健康被害に慎重な国でございますので、そういったことも含めて大変慎重な対応を

とった結果、ＷＨＯが推進するワクチンの幾つかが定期予防接種に入らなかったというふうなこ

とになっているかと思います。 

 

 

 

◯はぎわら洋一 

 もう一つ。ほとんど何か筋肉注射らしいじゃない、世界は。日本は皮下注射、それは何で。 

 

 

 

◯予防対策課長 



 それについては余り詳しいことは私も存じておりませんが、用法上も皮下注射というふうな指

定がされてございますので、日本で今、皮下注射で行っているものは現実には筋肉注射にするこ

とはできないということになっています。 

 

 

 

◯はぎわら洋一 

 だから、外国にある薬というか、筋肉注射を皮下注射に変えるために、その改良のために何か

半年かかるとか、それでおくれているんだみたいな、そうじゃないよね。だったら筋肉注射にす

ればいいんじゃないのと思うんだけど、そういうのってだめなんですか。 

 

 

 

◯予防対策課長 

 先ほど申しましたように、日本の国は医薬品の承認の形がこの形というふうに打ち方まで指定

されて承認されて許認可がおりますので、それを変えることは恐らくできないと。最初から筋肉

注射を指定しているものは筋肉注射で、治験といいますけれども、さまざまなトライアルをやっ

て承認されているということでございますので、特別皮下注射などでおくれているというような

ことが、それがすべてとはちょっと考えられないかと思います。 

 

 

 

◯はぎわら洋一 

 世界のＷＨＯというか世界で認められているのが何で、筋肉注射でぱっぱっぱっぱやればいい

んじゃないのかなと、そうしたら予防が早くできるじゃない、予防が。 

 

 

 

◯予防対策課長 

 筋肉注射も皮下注射も打つ時間はほとんど同じなので、それで接種にかかわる時間が早くなる

とか遅くなるとかということはございません。 



 日本の国は、海外で承認されているからといって、そのまま日本の国が承認するということは

ないというような制度をとっておりますので、日本で、もちろん民族、例えば黄色人種であれ黒

人であれ白人であるとか、そういったことによっても特異差がございます。そういったことも含

めて、日本なりの治験をした結果、承認されるということで、それなりの時間はかかるものとい

うふうに思っております。 

 

 

 

◯はぎわら洋一 

 何かわかるような気がするんだけれども…… 

         （「ヤフー知恵袋を見ればわかりますよ」と呼ぶ者あり） 

 

 

 

◯はぎわら洋一 

 いや、そうなんだけれどさ。やっぱり予防を、だから早く世界と同じように予防できるような、

筋肉注射でそのままどんどん輸入、並行輸入じゃないんだけれども、輸入できて、そのまま承認

すれば、だから手が早く打てると思うんだよね。何でその辺、政府が悪いのかな、医療なのかわ

からないけれども、すみません、この項はこのくらいで、また今後、研究してきます。 

 もう一つ、ちょっとこれ単純な。121ページの福祉園運営経費の加賀福祉園から三園福祉園

まであるんだけど、前野福祉園の経費がかなり少ない……、あ、そういうことか。前野福祉園だ

け8,400万、あとはみんな２億とか３億とか４億いっているんですけれども、前野福祉園……。 

 

 

 

◯障がい者福祉課長 

 前野福祉園は授産部門だけの比較的小さいと言ったらあれですけれども、定員も、この福祉園

の経費は委託に関する委託経費になっておりまして、比較的小さな園ということもございまして、

ほかの園に比べて経費は少なくなっているというものでございます。 

 

◯主査 

 これをもちまして、健康福祉分科会を閉会いたします。 
 


